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要 約

本報文は,近い将来我国においても構造物設計法の主体になろうとしている限界状態設

計法の基本理念について述べたものである｡

内容f和二は,まず構造物の安全性を検証することの意味を述べ,次に安全性検証のため

の確率論的な強度,荷重の評価について述べている｡最後に,安全性照査の方法 としての

限界状態設計法について,従来の許容応力度法 との対比のもとに,その基本準壬!_念を述べで

いる｡

§1.まえがさ

§2.安全性の検証

§3.確率論的手法による安全性の評価

3-1 確率論的手法 とその限界

3-2 強度の評価

3-3 荷重の評価

§4.安全性 ･.後脚 生照査の方法

4-1 照査方法の分類 と限界状態

4-2 許容応力度設計法

4-3 部分安全係数法

§5.あとがき

§1 まえがさ

許容応力度設別法 は,構造物の設計法 として長年使用

され,工学的判断を加味 した伝統的手法であった｡ しか

し,この手法に内在する欠点を除去するため,宰確率論

的アプローチを加味 した限界状態設計法が提案さ恥 19

50年ころからヨーロッパを中心に研究が進められてきた｡

この方法は,ソ連においては1955年にすでに実用に伏せ

られ,また,酉ヨーロッパにおいては1964年にCEB/FI

Pの勧告 となり,これを契機 とLて本格的な研究が開始

され,1973年にはISOで採択された｡

これまでの欧米諸国の限界状態設計法 (LimitState

DesignMethod)の導入状態はTabkrlのようである｡

上記各回の基本理念,設計法は,それぞれ独自の研究L,

*土木設計部設計課課長

成果を踏えで制定されたものであるため,かなりの相違

が生じている｡我国においても,近 く,この限界状態設

計法への移行が予定されている｡

Table-1諸外聞の限界状態設計法の導入状態

Applicationoflimit-Statesdesignmethodin
forelgllCOuntries

§2 安全性の検証

あらゆる構造物において,機能性,緩さ資性とならんで

安全性が重要 となる｡土木構造物は,∵敗に公共的かつ

大規模であ り,その破壊は社会的影響が大きい｡ したが

って,機能性,経済性をふまえた安全性は, とりわけ注

意を払 うことが要求される｡

∵娘に,構造物またはその構成要素は,建設中および

使用中に予想されるすべての外的作用に対 して,所要の

安全性を保持 しなければならない｡また正常に使用され

る間は,十分な機能を発揮するとともに,その耐用期間

中を通 じて十分な耐久性をもつように設計されなければ
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ならない ｡具体的には,見積られた強度と荷重応答との

f粧二,ある "距離〟をおいて設計を行っているOこの算

定強度と荷重応答との比を通 常 tt安全率〟と呼んでいる｡

LかL,土1車齢封勿は,自然環境に建設され,他の構

造物に比べて使用期間が少なくとも20年以上 卜一般的に

は50年程度)という長い年月を期待するものであるから,

その間にはさまざまな種類の荷重を受け,その変動も激

しい｡また構造物紺本の強度に関しても,土をはじめ力

学的特性･強度のよくわからない材料を用いるので,多

くの変動を考えざるを得ず,十分な安全性を確保するた

めには,構造設計の全般に対して,いろいろな形で関与

してくる不確定要因をできるだけ明確にする必要がある｡

更には人為的に住み出されたり,技術の未熟によって生

じる誤差もある｡これらの不確定要因の主なものは次の

ように分-3謀iできる｡

(1)強度に関するもの

1)使用構造材料の強度の統計的変動

2)品質管理,施工の良否に起因する強度の人為的変

動

(2)荷重に関するもの

1)荷重の統計的変動

2日肘亡の変化に伴う変動

(3)設計に関するもの

1)設計荷重の埋悪化,:ri鱗研ヒに伴う誤差

2)角押iL手法による誤差

3)設計作業中に介在する人為的誤差

したがって, 単純に荷重作用S,部材強度Rとおいた

場合, 設計はR>Sを確保することであるが,上 記の不

確定要図が介在するために,確定的に安全性を照査する

統計確率的な手法で司頚髄完要因の定量評価を行うことで

あり,現在行われている多くの研究は,確率的な考え方

に基づく合哩的な設計法の相泣をめざしているO

§3 確率論的手法による安全性の評価

3-1 確率論的手法とその限界

安全率は,過去の経験に基づいて決められている場合

がほとんどで,構造物の事故,災害が隻ずると原図究明

が行われ,必要があれば安全率の値は変えられてきた｡

このような状況を-て現在に至っている安全率の値が的

外れになっているとは考えにくい｡また,経験的に決め

られてきた安全率が通用するのが工学の世界であると割

り切ることも可能であるが,その数値の根拠-例えば,

なぜ1.5であって1.3ではいけないか等-を解明Lよう

と考えるのもまた工学技術者としてごく自然なことであ
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る｡そこで,安全性を客観的尺度で表わそうとして導入

されたのが,確率,統計的手法である｡すなわち,安全

性に関与するすべての不確定性要因は,確率法則に従う

という前提のもとで左全性を評価する,いわゆる信頼性

理論と呼ばれるものである｡話をわかりやすくするため

には,部材強度Rと荷重作用Sの2つの確率的変数を考

え,その差を確率変数Z-R-Sとおき

Z>0-I--安全

Z≦0--･･-破壊

と定義したとき,

Z>0なる確率--･･信頼度PlI

Z≦0なる確率--･破壊確率 pF(トpH)

と呼び,このPRあるいはpFを安全性の尺度とするのが信

頼性理 論の基本的な考え方である｡

このプT法は,理論的にはきわめて明快であるが,大き

な問題点が二つある｡一一つ は荷重や強度の分布形の選び

方により算出される音線封確率が大きくなることがある｡

即ち通常の土木構造物の推定破壊確率はpF-10-こし10~()

と非常に小さく,このようなpFは不確定要素の確率分布

形の選び方により大きく異なってくる｡しかも,通常入

手できるデータ数は,強度,荷重ともに限られており,

その分布形を信頼をもって必ずしも決定できない｡いま

積分によらなければならず,繁雑な計算が要求されるこ

とになるOそのため,今のところ実際-の適用は--一般に

行われていない｡叢も簡潔であり,実際への適用という

面からの柔軟性を有する手法は,確率変数の最も代表的

な統計値である平均値と,ばらつきの大きさを示す分散

値のみを用いる二次モーメント法 (β法)であるといわ

れている｡この方法は,破壊確率の代わりに安全性指標

(β)を用いて間接的に安全性を評価しようとするもので

ある｡構造物の安全性が確保されるのはM-R-S>0

なる安全性の余裕が与えられるときであるとして,

p､F=β･CTu

を基本としている｡

ただし,帆 :Mの平均値

o･..:Mの標準偏差

また,安全性O)余裕をM-R/S>1とすれば

P 帥 ､1-β･0 紬1,

を基本とすることもできる｡

ただし,拓 .",:EnMの平均値

6紬V:色nMの標準偏差

ここにβが大きな値ほど構造物の安全性の余裕が得られ
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ることになる｡ また,部材強度Rと荷重作用Sが正規確

率分布に従 うときには,破壊確率pFと安全性指標βは理

論的にその対応が定まる｡このように安全性に関する理

論が発展 してきたのは,安創生と対立関係にある経済性

が一段 と重視されるようになってきたことと, もう-つ

は構造角糊刃文術の急速な発展の中に安全性だけが取 り残

されているように思われることとによると思われる｡ そ

もそも信頼性埋諭 と云うのは,構造物の強度 ･荷重が統

計的にばらつ くというところに碁盤を置いているもので

ある｡ しかし,それが全てと考えるのは誤 りである｡即

ち,構造物 というのは,設計 ･施工 というきわめて人間

的な行為を経て建設されるので,予期 しない構造物の破

壊は,むしろ,技術の未熟さによる要因や制御し難い人

為的 ミスによって生ずる場合が多く,単なる強度 ･荷重

の変動の結果,生ずることは少ないと考えるべきである｡

それでは,構造物の英の安全性を求めるのに,上にあげ

た二つの安国を含めた形で倍索郎三解析を行えばよいわけ

であるが,実際には,これらの統計的ばらつきを調べる

のは,きわめで国難であった り,事実上不可能な場合も

あるO従 って,われわれが通常入手 しうる上班女的正常な

状況で得 られる強度および荷重データに基づいて算出さ

れる破射確率pFあるいは安全肘 旨標βは,安全性の一つ

の側面を映 し出しているにすぎなく,構造物の兵の安全

性 レベルを示す ものではないという言葉私をもつ必要があ

る｡

3-2 強度の言判面

一定の安全性を確保 したうえで構造物を設計するため

には,構造物の強度を統計的な特性を含めてi即断二評価

することが,荷重 と並んで重要なことはいうまで もないO

構造物の強度は,本来の意味から言え闇華造物自身の

強度であ り,構成物を構成する各種部材の強度ではない｡

ここでいう強度 とは,構造物あるいは部材の耐荷力のほ

か,変位,変形 (コンクリー ト構造物の場合は更にひび

われが加わる)などに対する抵抗を含むものであ り,--I

般に次の要素により支配されるO

① 構造物を構成する部材および接合部の強度

② 構造物の不静定度

構造物あるいは部材の強度は,-璃箕に材料の力学的性

質および構造物,部材の形状寸法によって規定される｡

したがって,強度の評価にあたっては,次のような不確

定要素が存在する｡

① 材料の力学的性質のばらつき

② 製作あるいは施工精度のばらつき

(勤 強度解JJl･上の仮定,近似

このうち,設計規準に規定される材料の力学的性質な

限界状態設計法

どの値は,その守一均値をとるか,i討氏保証値 とLでの規

格値をとるか,これL:)上 下回ることが考えられない身氏

値をとるかのいずれかが考えられる｡ また,同じく現在

の設封凝 らの概念の もとでは,設計強度 と設計荷重の具

体的な形 としては,構造物の強度が対象 となる場合は少

なく,構造物を構成する部材の断面力または応力等が選

ばれるのが普通である｡

3-3 荷重の言判西

構造物に変形,応力を生 じさせる原因となる作用を荷

重 と総称するO卑トーの構造物をとっても,これに作用す

る荷重の種類は多い｡ しかも,これらの荷重は,方向性

や時間的 ･空間的変重婚 性が---一般に異なっている｡時間

的変垂妹押目二着目しても,Table-2のようにさまざまな

ものがある｡

Table-2荷重の時間的変動による分類
Classificationofactionsaccordingtotheir
variation

に常時 作 用 して, しか も

わ め て 小 さい永久荷重

喜2芸警謂去 るが,その大きさの変動が ≡

再也衣や衝突荷重のように,ほとんど瞬間 …≦3 的であるが,構造物の安全性をおびやか
-

4 架設時荷重のように,ある特定の比較的

したがって,構造物の安全性 ･使用性の照査にあたっ

て,これらの荷重が同時に作用する可能性,すなわち,

荷重の組合わせをいかに規定するかが重要な問題である0

----敗に,設計において使用される組合わせのパターン

は,Tab一e-3に示す3種類が基本になるo

Table-3荷重組合せの基本パターン
Foundamentalcombinationofloads

｢｢｢(支配的な変動荷重)+(永久的な荷亜｢

(支配的な偶発荷盛)+(永久的な荷薮)+
(組合わせが必要と考えられる他の荷蚤)

構造物の耐用期間中に生ずる荷重の最大値が,通常構

造物の安全性に重要な意味を持つ｡ したがって, 設蕪澗 :

重 も耐用期間中に予想される荷重の最大値を念頭におい

て決めるのが合理的である｡ただ し,この荷重は,安全

性 ･健脚 生の水準 と関連するので,社会 ･経済的影響に

も配慮されなければならないのは当然のことである｡

想定耐田期間は,特に重要な構造物や仮設構造物など

特殊な場合を除き50年程度である場合が多い｡50年 とい
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う長い期間中に生ずる荷重の最大値を推定することは,

きわめて錐しい｡構造物の強度を調べる場合には,その

気になれば,数多くの実験を行い,かなり短期間のうち

にその相生を調べることができる｡

ところが荷蚤の場合は,50年間の最大値を予測するた

めには,少くとも数十年という歳月をかけて測定すると

いう地道な努力が必要である｡地震 ･強風等の環境荷重

をはじめとして種々の荷重は発生頻度,発生翫l.7:,紺競

時間,大きさなどの面で不確定性が高い｡しかし,それ

でも,これまでの調査結果によれば 確率的に取 り扱う

ことの妥当性は確められているし,また荷重を確率論的

手法で処理することに対する合意もあると考えられてい

る｡

強度の場合は疲労などを除いて,頼 嗣的変化を考えな

くてすむからわかり易いが,刻々と変動するものもある

荷重を確率論的に扱うのは--烏投に理解しにくい面がある｡

また,現在,ま描 f童を邦雄昌する根拠となる統計的資料

が必ずしも十分でなく,今後の研究がまたれるというの

がモ尉犬である｡

§4 安全性 ･使用性照査の方法

4-1 照査方法の分類と限界状態

(1)照査方法の分類

構造物の安全性 ･使用性の照査方法を規準様式の上

から分類すると,Table-4のように大別される｡

Tab一e-4安全性･健脚生照査方法の規準株式による分類
Classificationofdesigncriterialforsafety
andservability

これらの規準様式は,いずれも先に述べた安全性の

検証という目的を達成することをめざしている点では,

共通しているが,照査の表現方法が異なる｡〔ⅠⅠ〕,〔ⅠⅠり

の規当欄を式は,∵娘の構造物に対Lてはまだ実用の段

階に至っていない｡したがって,特殊な場合を除き,

設計規準として採用されるのは当面〔I〕の規準様式で

あるが,これは従来の規範をも包含する幅広いもので

4
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ある｡また,後述のように,〔Ⅰ王〕,lmjも規準様式〔Ⅰ〕
の安全係数を評価する過程において利用される概念で

あるo

ここで在来の設計規準を含め,上述の〔Ⅰ〕の規準 様

式を分類すればTabte-5のようになるo

Tab一e-5水準〔I〕の規準様式の分類
Classificationofcriterialsaccordingto
Level[Ⅰ]

したがって,当面は部分安全係数方式による限界状

態ij設計法が,最も普遍的かつ∵級的な規準体系となり

うるものである｡従来の構造設計規準の主流を占めて

きた許容応力度方式は部分安全係数方式の特殊な山形

式ということができる｡

(2)限界状態許

構造物は,その強度が十分でなければ使用中に破壊

する恐れがあり危険である｡また,剛性が十分でなけ

れ主f,通常の使用状態において,荷重作用によるたわ

み,その他の変形が過大となり,使用上不便や不都合

が生ずる｡このように,構造物は,使用馴勺を安全に

かつ経済的に達することができるため,その強度,剛

性,耐久性などについて,それぞれの所要の条件を満

足するものであることが必要である｡

構造物または部材が.破壊その他によって荷重作用

に耐えるという本来の機能をまったく失おうとする状

態,荷重作月引こよる変形 (コンクリート構造物の場合

は更にひびわれが加わる)が過大となり,通常の使用

に対して不都合を生じようとする状態などを構造設計

における限界状態という｡限界状態は小娘に終局限界

状態と使用限界状態とに大別され,両状態はTable-6

に示すように多くの限界状態に分類される｡

通常,構造物の安全性･使矧生の照査の対象とする

限界状態は複数個存在する｡しかし,実際には,主要

な少数の限界状態に対して設計を行えば,他の限界状

態については確かめずともおのづから達しないことが

明らかである場合が多い｡

※限界状態 :4-1(2)参照
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Tab一e-6限界状態
Limit-states

4-2 許容応力度設計法

本節では,理解を容易にするため鉄筋コンクリー トを

対象 とした説明 とする｡

(1)概説

鉄筋コンクリー トの許容応力度設計法は,部棚断面

の平面保持の法則を仮定 し,コンクリー トの引張強度

を享棚 (この仮定はせん断力の照査については通用さ

れない) し,コンクリー トおよび鉄筋のヤング係数が

一定であるとして,鉄筋およびコンクリー トの応力度

を計算で求め,それらの値が,あらかじめ定められた

それぞれの限界値,すなわち許容応力度を越えないよ

うにそれぞれの断面形状寸法,鉄筋の配置などを定め

る設計方法である｡この設封音卜算の方法は,鉄筋およ

びコンクリー トのヤング係数が,それぞれ一定である

とする仮定を月串､て計算を行うことから,-一般に弓削生

設計法 とも呼ばれている｡この設計計算では,荊述の

ように,部材断面における鉄筋 とコンクリー トの応力

度が,それぞれの許容応力度を越えないことを確める

ことによってその安全性を確認するのであるが,この

ような設計計算を行う目的は,荷重による部材断面の

応力度を求めることにあるのではなく,部材断面が破

壊に対 して十分に安全であることを硝認 することにあ

るのである｡

この設計方法では部材断面の破壊に対する安全は材

料の破壊強度 と許容応力度 との比に相当する安全率そ

の他によって,これを保証 しようとしている｡また許

容応力度の大 きさを適当に定めることによって,コン

クリー トのひびわれ幅や部材の変形が過大 とならない

ように配慮 して,構造物が耐久性を損ねた り,使用上

の不都合を生じた りすることに対する安全を確保する

と同時に,構造物の櫛 創生を保証 しようとしている.
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(2)特徴

コンクリー トは本質的に非輔 集で,引張 りに対 Lて

強度が小さく,ひびわれが出やすい材料である｡更に

鉄筋コンクリー トは鋼材 とコンクリー トを組み合わせ

て得 られる複合材料で,その力学的な機構が複雑であ

るため,コンクリー ト構造物における応力や変形の状

態を理論計算によって解 くことは事実上困難であるO

そのため,設計計算の理論は,コンクリー ト構造物や

部材の強度 ･耐久性に関する実験 ･研究を基礎 として,

設封計算の誤差,簡便さ,構造物の経済性 と安全性な

どに関する実際的な判折のもとに,その体系が構成さ

れている｡ したがって,設計にあたっては,理論計算

に基づ く計算結果のほかに,実験,研究および施工,

その他の実際上の配慮により定められた構造上の条件

に関する基準に従 うことが必要である｡

この設計法では,各種の限界状態に対する安全性を

直接明らかにすることはできないが,設封計算に用い

るコンクリ- ト,鉄筋の許容応力度を適当に定め,か

つ構造上の細目に対 して必要な措置を講ずれも幻蛸郊勺

簡単な設封音卜算で,一般に各種の限界状態に対 して十

分安全な構造物を設計することができる｡

(3)問題点

部材の設計を行 うには,本来,その断面の破壊に至

るまでの各段階で示す力学的な性状を実験 ･研究によ

って十分明らかにし,終局強度を算定 し,これが予想

される荷重に対 して十分余裕を有するかどうか検証す

ることが必要である｡

従来の許容応力度法においでは,部材に生ずる応力

度は,死荷重,活荷重等の組合わせ荷重による合成応

力として求められ,Oyを部材の降伏強度 とすれば,許

容応力度設計法は次式で表わすことができる｡

Ca=些Z(OD+ UI,)
i/

上式から推察できるように,死荷重,活荷重のように

異なる荷重による部材応力度Jか,仇は,左辺の部材強

度に対 し同一の安全係数 Lfを用いてお り,個々の荷重

に対 Lどの輩度 の安全率が付与されているか不明であ

る｡ しかし,事実上死荷重の変動は活荷重より小さい

ため,それによる応力度の安全係数 も当然異なってよ

いはずである｡たとえを£過洛橋の鉄筋コンク1)- 卜

床版の設計の場合,断面力としては活荷重であるT荷

重の完拶欝が死荷重の紗欝に比べて圧倒的に大きいため,

許容値 と降伏点 との比がそのままT荷重に対する安全

率 となる｡そのため死荷重の影響の大きい∵娘の鉄筋
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コンクリート部材に比べて活荷重に対する安全度が過

小になる｡これが--つ の原因となって全国的な退路橋

鉄筋コンクリート床版の路傍に結び付き,その結果と

して鉄筋コンクリート床版の鉄筋の許容応力度を大幅

に低減したことは記憶に新しい｡

このように許容応力度設計法は,部材断面がどの程

度まで安全の余裕をもっているか明らかでなく,所要

の安全度を直接的に保証することができない｡

4-3 部分安全係数法

構造物に作用する荷重作用と各部材の断面強度とは,

前述のように,各種の原因によって変動しており,ある

確率分布をなしていると考えられる｡これらの変動のう

ち,調査,試験によって推定できるものについては,構

造物の安全に及ぼすその危険側の影響を十分確実に排除

するため,荷重と材料凝度 についてそれぞれ陣財政が定

義されている｡しかし荷重作用の変動と断面強度の変動

には,調査,盃偶鋸こよって推定することが困難な変動が

あり,またまれには異常な変動もおこi)うると考えられ

る｡そこで,これらの倖性値を設封計算に用いることに

しても,構造物の安全性を確保するには不十分である｡

したがって,部分安全係数法では,材料強度の牲性値を

さらに低減係数γmによって除して小さい値 とし,荷重作

用の鞘堂値に割増係数γ′を乗じて大きい値 とするなどの

方法によって設計計算に用いる材料強度および荷重作用
の値を定義している｡

(1)材料強度の特性値R7,I,I,

材準悌渡 は,その値が小さくなる方が構造物に危険

側 となることが普通であるから,試料から推定できる

材料強度の変動の中からなるべく小さい値を選び,こ

れを設釘亨卜算において材料強度として用いるのが安全

である｡材料強度の分布は,-薄皮に,その平均値RI"

と変動の大きさを表わす標準偏差 げによってこれを表

わすことができるので,材軒は動麦の平均値R〝Zより小

さい任意の強度RjIは,--一般に次のように表わされるo

RiI-R〟/-k･q

ここに RI":材料強度の母平均

R/.,:R"Iより小さい任意の材料強度

k:材料強度RがR〝Zより小さくなる確率

に関する係数

♂:材料強度の標準偏差

Figr1のようにRんの値を小さく選ぶほど,材料強

度RがR/I,より小さくなる確率poは小さくなるのでt,

Rkを設計計算に用いる材料強度とすると,材料強度の

変動が構造物の安全に及ぼす危険側の;;牌 は,R/Vを小

さい値に選ぶほど確実にこれを排除することができる｡
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コンクリート構造物の部分安全係数法においでは,

設計計算に用いるコンクリー トの圧縮強度および鉄筋

の降伏点とLて,つぎの式で表わされる粋旧劇麦RI,a.,

を定めている｡

1L"/.,=1LJl(1-A･V)

-R"1(ト k意 )-R"I-克･6
-R"I-1.65(ア

ここに R)〟:コンクリー トの):JlrJi紹射空または鉄筋の降

伏点の平均値

Ⅴ-意 ∴コンクリートの圧縮強度または鉄
筋の降伏点の変動係数

k=k-1･65(po-志 に対応する確率偏差)
♂:標準偏差

11L Rm lh Ii.n

Fig｣(a)材料強度の分布 Fig-1(b)材料強度の特性値
Distributionof Rk

materialstrength Characteristicvalue
ofmaterialstrength

(読) 守一均値m,標準偏差値 o･の分布をLている晶質

において,平均値より標準偏差のkl雷だけ小さい品質

をxo-m-kCとするoxo未満の晶質が集ずる確率po

は品質の分布が正規分布をしている場合には,累積正

規分布となりpoとkは次表の関係になるO

A 0.674 1 1.645 3

参考迄に鉄筋と板材について統計値の例をTable-7

に示す｡

Table-7鉄筋及び板材の統計値の例
Exampleofstatisticsforsteel
reinforclngbarandplate

鉄筋(SD30) 板材(SS41)

D16 D25 D32 i-9-16mm

TL涼 55 40 44 410

Rm kgf/mm2 40,3 39.2 36.8 33.3

喜 6 2.44 0,98 1.37 3.5

※71:母集団からの標本数 (抽拍数)
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JIS規格値を粕Lfl=胞 とすれば十分安全である｡

(2)荷鼠作用の特 性値 Q k

活荷重は一般にその値が大きい方が構造物に危険側

の去拶聾を与える(時とLて逆の場合もある)0 Lたがっ

て,変動する積載荷重については,--一般に構造物に最

も危険側の呈;輝 ,liを与える荷重の大きさとして,なるべ

く大きい値を考える必要がある｡

ある構造物に作用する変垂漉き澱荷重の陣性値は,そ

の構造物の耐用命数の期間に作用する最大荷重の分布

から,なるべく大きい値を選び,その値によってこれ

を定義する｡この最大値は,一つの構造物について,

持定の変動積載荷重ごとに,--一つずつ対応するもので

あるから,かりに,同じHfl勺で使用される同じ形式の

数多くの構造物について,その翁を入植の全体からなる

集合を考えると,この集合はある分布をなす｡

この分布について,その平均値Q")を考えると,Q〝′

は,その形式の構造物の耐用命数の期間中に,その変

垂埴享載荷重が1度だけこれを越える確率が1/2である

ような大きさの値であるOこの場合,同じ使用銅勺を

もつ同じ形式の構造物の集合ごとに定義され,ある変

動積載荷重の粕 ,生11≠7J.Q/LJま,最大荷重の分布によって,

次のように表わされる｡

Q/tt-Q"1(1+kn -Q")(1+
-Q"I+kq

ここに,Q"I:構造物の耐用命数の期間に作用する

変動柵 荷重の最大値 が 与 の確率で,
これを越えて大きくなる値

Ⅴ:構造物の耐用命数の期間に作用する変

動積載荷重の最大値の分布における

変動係数 (-義 )
♂:標準偏差

k:k-1.65(po-1/20に対応する確率

偏差)

従来から構造物の設計において用いられてきた,い

わゆる設計荷重は構造物の設計計算に用いる荷重で,

道路橋 ･鉄道橋などの構造物にたいしては,それぞれ

の設封示芳書や法規類で定められている｡それらは,

必らずLも上で述べた統計的な方法で定義されたもの

ではないが,実際上の判断から,構造物が十分に安全

に設計されるような相当に大きい値が定められている｡

それで,十分な統計資料によって荷重の相知鑑が定義

されるまでは,法規や基当機iで定められた設計荷重を

荷重の相生値とLで取り扱えほil',普通の場合,十分に

限界状態設計法

安全である｡

(3)材料強度を低減する部分安全係数 (材料強度の低

減係数)

材料強度の設封計算値[{[はつぎの式によって表わさ

れる｡

-

ここに PZ:材料強度の粕LlJi良

7㍍:材料強度を低減する部分安全係数

係数 r"I〔は,コンクリートの強度の安全係数 γ,,鋼

材の降伏点の安全係数 7:SなどがあるOこの場合,部材

断面強度の設計計算値はfdの函数で表わされる｡係数

r")は次項を考慮するものである｡

① 材料強度または部材の強度が定義された相生値

よj)危圃鮎ノ)仙となる1亜紺ミ

(む 構造物の中にある材料または部材の強度と供試

体によって求めた強度との問に差がある可能性

③ 構造物の中の材料または部材の強度が,施工方

法や建造方法などにより局部的に低下する可能性

④ 施コ二の不確実さなどのため材料強度から部材の

強度を求める場合に不明確さがある可能性

参考として,Table-8にCEB/FIPに定めている鋼

材とコンクリートの部分安全係数を示す｡

Table-8CEB/FIPの鋼材､コンクリートに対する部分
安全係数
Partialsafetyfactorofsteelandconcreteby
CEB/FIP

書 喜 鋼 材 コンクリ-ト

簿 局限界状態 1.15 1.5

(4)荷重作用を割り増す部分安全係数 (荷重作用の割

り増し係数)

荷重作用の設封音卜算値Fdは,荷重作用の特性値FL･

と,荷重作用の安全係数7(/とによってつぎのように表

わされる｡

Fd-Err･FL.または-S (7Tf,F/1)

ここに,7:[:荷重作用を割 り増す部分安全係数

FlI:荷重作用の特性値

この場合, rfは三つの係数桝,7(f2,713(Tablel9参照)

の関数と考えられる｡

※これまでの説明で使用した1Lnkをここではfktニ置き変

えている｡
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Table-9荷重作用を割 り増す部分安全係数
IncreaslngPartialsafetyfactorunderloading

Table-10終局限界状態に対する荷重の割 り増し係数
Increaslngloadingfactorunderultimate
statescondition

1,3×(死荷重)+2.5×

1.0×(死荷重)十2.5×(活荷重十衝撃)

1.7×(死荷重+活荷盛+衝撃)

(彰喜1.3×(死称薮+地震の影響)

3×(地震の影響)

通路橋示万苦 ･同解説 ｢コンクリ- 卜橋編｣ (鋤 く

道路協会)によれば,終局限界状態における荷重の組

合せおよび荷重の割 り噌L係数をTab暮e-10のように

定めている｡

§5 あとがき

以上,限界状態設計法の基本哩念について,浅学をか

えりみず紹介したが,これは参考文献の関係部分を若干

わかり易く単にまとめ直したものである｡

現場技術者が,この限界状態設計法について詳しい知

識をもつ必要はないと思われるが,近い将来,現在の許

容応力度法にとって変ることが予想される限界状態設計

法について,その哩念程度は知っておくのも必要なこと

と思われる｡

本文が,このことに少しでも助けになれば幸いである｡
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